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フィリップ4世が聖職者、貴

族、平民の3身分の代表か

らなる身分制議会・三部会

を招集した。

曹
聖職者

(第■身分)

貴 族
(第 二身分)

平 民

(第 三身分)

モスクワ大公国
ゼ ム ス キ ー =ソ ボ ー ル

1549年、イヴァン4世 (雷帝)

によって招集された。貴族会議、

聖職者会議のメンバー、士族、

大商人などの代表が出席。

しだいに強まつていく王権をけん制するために、
各国で身分制議会が成立した。
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フランス王国

神聖口■マ帝自

帝国議会、領邦議会

ドイツの身分制議会には、
神聖□―マ帝国の帝国議

会のほか、各領邦国家に

おける領邦議会がある。

フランス王国 ■  ´

三部会      I●
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1188年に初めて開催「
された。

・ 大陸の領土失う

・ 教皇からの破門

ジョン王の失政に反発した

貴族が、王に不当な課税な

どの禁上を定めた憲章へ署

名させた。

ポーランド王国
セイム

貴族階級であるシュラフ

タが 14世紀末から国王

評議会に参加しはじめ、次

第に王権をしのぐ政治勢

力となつた。

13世紀末

華̈
雖

課税への

国民の支持を
取

'り

付けるため

機

二部会の役割

国王の諮問機関的
存在。立法権は
ない。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
次
第
に
強
く
な
る

王
権
に
対
抗
し
て
、
貴
族
や
大
商
人
が

身
分
制
議
会
に
よ
っ
て

政
治
的
発
言
権
を
確
保
し
た
。

王
権
を
け
ん
制
す
る
た
め

各
国
で
身
分
制
議
会
が
成
立

中
世
末
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
封
建
貴
族
の

没
落
や
教
皇
権
の
衰
退
と
は
対
照
的
に
、
王
権

が
次
第
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し

一
方
で
、

王
権
の
強
大
化
を
恐
れ
た
貴
族
や
大
商
人
ら

は
、
王
権
を
制
限
す
る
た
め
、身
分
制
議
会
に
よ

っ
て
政
治
的
発
言
権
を
獲
得
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
全
／
り
２
世
が
プ
ラ
ン
タ
ジ

ネ
ツ
ト
朝
を
開
い
た
１２
世
紀
ご
ろ
か
ら
王
権
が

強
ま
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
２

世
と
の
戦
争

に
敗
れ
た
第

３
代

の
ジ
ョ
ン
王

は
、
大
陸
の
領
土
を
失
っ
た
う
え
、
国
内
で
重

税
を
課
し
た
た
め
、
怒
っ
た
貴
族
た
ち
が
１
２

１
５
年
に
マ
グ
ナ
＝
カ
ル
タ
（大
憲
章
）
を
ジ
ョ

ン
王
に
認
め
さ
せ
、
王
権
の

一
部
を
制
限
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
次
の
全
ノ
リ
３
世

が
こ
れ
を
無
視
し
た
た
め
、
シ
モ
ン
＝
ド
＝
モ
ン

フ
オ
ー
ル
に
率
い
ら
れ
た
貴
族
た
ち
が
反
乱
を

起
こ
し
、

６５
年
に
身
分
制
議
会
の
モ
ン
フ
オ
ー

ル
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
成
功
。

９５
年
に
は

模
範
議
会
が
置
か
れ
た
。

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
王
権
の
基
盤
を
強
化

す
る
た
め
、
王
自
身
に
よ
っ
て
身
分
制
議
会
が

招
集
さ
れ
た
。
教
会
領
地
へ
の
課
税
を
め
ぐ
っ

て
教
皇
ボ
一
ラ

Ｚ
ア
ィ
ウ
ス
８
世
と
対
立
し
た
フ

ィ
リ
ッ
プ
４
世
は
、
１
３
０
２
年
、
国
民
の
支
持

を
得
て
王
権
を
強
化
す
る
た
め
に
三
部
会
を
招

集
。
翌
年
に
は
二
部
会
の
支
持
を
得
て
、
教
皇

を
襲
撃

ｏ
拉
致
す
る
ア
ナ
ー
ニ
事
件
を
起
こ
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
身
分
制
議
会
は
、
の
ち
の
絶
対
王

政
の
下
で
は
そ
の
政
治
的
機
能
を
制
限
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

１８
世
紀
末
に
は
二
部
会
が

Ｚ
７
ン
ス
革
命

Ｆ

ｌ
ｏ
ｏ
参
照
）
の
発
火
点
と
な

る
な
ど
、
絶
対
主
義
へ
の
抵
抗
運
動
と
結
び
つ

く
こ
と
も
あ
っ
た
。

警  ヘンリ3世がマグナ=カルタを無視

モンフォールに率いられた

貴族が、ヘンリ3世の違約に

対し反乱を起こした。

モンフォールが開いた議会。

聖職者と貴族に加え、騎士

と市民を招集した。

エドワード1世が招集した

議会。構成はモンフォール

議会とほぼ同じ。

`   : 
し  ,

マグナ=カルタ鮮緒又炉延辣蜀龍躍鷲為マ奄晃靴擢1継 2電総 、亦 弔鰐譜珈錦餃
の尊重、商人の保護なども明記している。人権の拠り所として、17世紀の権利章典にも影響を与えた。
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